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Ⅰ．放射性廃棄物処分の現状



核燃料サイクル関連*1 研究開発等関連

ウラン濃縮・燃料加工 原子力発電 再処理 MOX燃料加工 研究開発*2 RI法施設 病院等

発
生
源
施
設

プルサーマル

処
分
方
法
・
処
分

実
施
主
体

規
制
主
体

・
法
律

L0： NUMO
L1： 未定
L2： 日本原燃
L3： 各原子力事業者

原子力規制委員会 （炉規法） 原子力規制委員会 （炉規法、RI法）、
厚生労働省、農林水産省（医療法等）

原子力規制委員会
（炉規法）

＊１ 核燃料サイクル： 核エネルギーの生産と関連するすべての作業で、ウラン鉱石の採鉱・処理からウラン濃縮、核燃料加工、原子力発電、使用済燃料再処理、これらの施設の廃止措置及び関連する研究開発活動

をいう（IAEA安全用語集2007年版）。ここでは、研究開発活動は分離して示している。なお、高速増殖炉燃料サイクルは省略。

＊２ 研究開発には、研究開発段階のウラン濃縮・加工、原子炉の運転、再処理、 MOX燃料加工も含まれる。

＊3 東京電力福島第一原子力発電所事故により放出された放射性物質によるサイト外の環境汚染への対処については、放射性物質汚染対処特措法に基づき環境省が担当。

L0： 未定
L1： JAEA
L2： JAEA
L3： JAEA

廃
棄
物
の
例

消耗品、スラッジ、
廃機材

制御棒、炉内廃棄物
廃液、フィルタ、廃機材、

消耗品、コンクリート廃
材、金属廃材等

燃料体の部品等、
廃液、フィルタ

廃液、金属廃材、コンクリート廃材、プラス
チック廃材、フィルタ、使い捨ての注射器等

炉規法： 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

ＲＩ法： 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律

医療法等： 医療法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、臨床検査技師、衛生
検査技師等に関する法律、獣医療法

MOX燃料： ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料

放射性物質汚染対処特措法： 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の
事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法

IAEA： 国際原子力機関

JAEA： 日本原子力研究開発機構

NUMO： 原子力発電環境整備機構

日本原電： 日本原子力発電株式会社

日本原燃： 日本原燃株式会社

東電： 東京電力株式会社

（備考）

放射性廃棄物の発生源と処分実施主体

汚染水、金属廃材、
コンクリート廃材等

廃棄物の特性を踏まえ
て処理・処分の安全確
保方策等を検討中

実施主体は未定

L0： 地層処分

L1： 余裕深度処分（中深度処分）

L2： 浅地中ピット処分

L3： 浅地中トレンチ処分

東電福島原子力発電所
事故関連*3

※平成20年にL0を除きJAEAに一元化

1

高レベル
放射性廃
液

東京電力福島第1
原子力発電所
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L3： 浅地中トレンチ処分

L1： 余裕深度処分（中深度処分）

放
射
能
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ベ
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地下50m以深

地下数m

処分方法

L2： 浅地中ピット処分

（TRU廃棄物） （高レベル放射性廃棄物）

L0： 地層処分

放射性廃棄物の区分、核種濃度
分布等のイメージ

放射性廃棄物の種類と処分方法
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（浅地中ピット処分対象廃棄物）

（浅地中トレンチ処分対象廃棄物）

発電所・研究施設
等廃棄物

TRU廃棄物

（余裕深度処分（中深度処分）対象廃棄物）

高レベル放射性廃棄物

（出所）総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会廃棄物安全小委員会「低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分に係る安全規制について（中間報告）」（平成19年3月20日）等を基に当室が作成

ウラン廃棄物

（クリアラン
スレベル）

2

（備考）
【高レベル放射性廃棄物】 使用済燃料からウラン、プルトニウムを分離・回収した後に発生する高レベルの

放射性廃液。我が国ではガラスと混ぜて固化処理している。
【ウラン廃棄物】 ウラン濃縮施設、ウラン燃料成形加工施設において発生する放射性廃棄物

【ＴＲＵ廃棄物】 長半減期低発熱放射性廃棄物。再処理施設、ＭＯＸ燃料加工施設において発生
する放射性廃棄物

【発電所廃棄物】 原子力発電所において発生する放射性廃棄物
【研究施設等廃棄物】 研究開発施設、医療施設等において発生する放射性廃棄物



保
管
量

廃棄物の種類 平成19年度末保管量*1 平成22年度末保管量*2 平成25年度末保管量*3

高レベル放射
性廃棄物
（ガラス固化体）

国内分 304本*5＋404m３*10 365本*5＋380m３*10 593本*5＋415m３*10

返還分 1,310本*6 1,338本*6 1,442本*6

低
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物

TRU廃棄物
国内分 約103,305本*4*7＋3,908m３*10 約110,277本*4*7＋4,009m３*10 約110,296本*4*7＋4,146m３*10

返還分 0本 0本 0本

発電所
廃棄物

余裕深度処分
（中深度処分）対象

制御棒：約8,992本＋91m３*8

チャンネルボックス等：約62,375本
樹脂等：17,370m３

蒸気発生器：29基
制御棒駆動機構案内管等：5本

その他：1,665m３

均質固化体、充填固化体及び
雑固体：約568,336本*4

制御棒*9：約8,644本＋91m３*8

チャンネルボックス等*9：約47,599本
樹脂等*9：14,691m３

蒸気発生器：32基
制御棒駆動機構案内管等：5本

その他*9：1,495m３

均質固化体、充填固化体及び
雑固体*9：約504,897本*4*

制御棒：約10,437本＋91m３*8

チャンネルボックス等：約71,018本
樹脂等：18,686m３

蒸気発生器：32基
制御棒駆動機構案内管等：5本

その他：1,682m３

均質固化体、充填固化体及び
雑固体：約696,896本*4

浅地中ピット処分
対象

浅地中トレンチ処
分対象

研究施設等廃棄物 約614,775本*4＋62.33m３*10 約575,472本*4＋89.0m３*10 約595,743本*4＋78.68m３*10

ウラン廃棄物 約44,139本*4＋21.19m３*10 約49,066本*4＋22.16m３*10 約50,963本*4＋23.616m３*10

＊1：使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約 日本国第３回国別報告 平成２０年１０月
＊2：使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約 日本国第４回国別報告 平成２３年１０月
＊3：使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約 日本国第５回国別報告 平成２６年１０月

＊4：200ℓドラム缶換算本数
＊5：120ℓ容器［ＪＡＥＡ］、160ℓ容器［日本原燃］の合計本数
＊6：170ℓ容器本数

＊7：せん断被覆片等：1000ℓドラム缶本数を含む
＊8：日本原電東海発電所
＊9：東電福島第一原子力発電所保管量を除く
＊10：液体廃棄物等

放射性廃棄物の処分量と保管量

処
分
量

処分施設 平成19年度末処分量*1 平成22年度末処分量*2 平成25年度末処分量*3

発電所廃棄物／浅地中ピット処分 200,619本*4 229,417本*4 260,179本*4

研究施設等廃棄物／浅地中トレン
チ処分

1,670t 1,670t 1,670t

3
（備考）



処分方法 処分地確保の状況 規制基準の整備状況

核
燃
料
サ
イ
ク
ル
関
連

地層処分（L0） 未定 未整備

余裕深度処分（中深度処分）（L1） 未定 未整備

浅地中ピット処分（L2） 確保済・操業中 一部整備済
（発電所廃棄物については整備済）

浅地中トレンチ処分（L3） 日本原電が申請中 一部整備済
（発電所廃棄物については整備済）

研
究
開
発
等
関
連

地層処分（L0） 未定 未整備

余裕深度処分（中深度処分）（L1） 未定 未整備

浅地中ピット処分（L2） 未定 一部整備済
（研究炉廃棄物については整備済）

浅地中トレンチ処分（L3） 未定*1 一部整備済
（研究炉廃棄物については整備済）

放射性廃棄物の処分地確保と規制基準整備の状況

4＊１ 動力試験炉（JPDR）の解体時に発生した極低レベルコンクリート廃棄物の埋設施設は平成9年から埋設地の保全段階に移行。



ＲＩ法による規制と医療法による安全規制の比較
（放射性廃棄物関連）

○「放射性同位元素」の定義から医薬品医療機器
等法に基づく医薬品等、特定の医療機器等は
除外（施行令第1条）

○廃棄業の許可制

○廃棄施設に係る技術基準

○施設検査

○廃棄施設の基準適合命令

○許可の取消し、廃棄停止命令

○懲役を含む罰則

ＲＩ法 医療法

○医療法上の根拠は、都道府県知事への届出義
務（医療法第15条第3項）。これに基づく医療法
施行規則により規制

○廃棄施設に係る技術基準

○廃棄の委託を受ける者の指定の取消し

○施設検査、技術基準適合命令、罰則等はなし

（備考）ＲＩ法：放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 5



炉規法とＲＩ法による二重規制

ＲＩ法炉規法

【廃棄物処分施設】

炉規法 ＲＩ法

○ 廃棄物処分施設に係る許認可、技術基準への適合性審査、定期検査等への
対応のための事務負担が過重になるおそれ

（備考）炉規法：核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 ＲＩ法：放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律

【原子炉施設・核燃料物質等の使用施設】 【放射性同位元素の使用施設】

6



Ⅱ．特定放射性廃棄物の最終処分に係る
施策の推進状況



最終処分施策に係る主な経緯
平成10年 ・原子力委員会高レベル放射性廃棄物処分懇談会「高レベル放射性廃棄物処分に向けての基本

的考え方について」

平成11年 ・核燃料サイクル開発機構「わが国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性－地
層処分研究開発第2次取りまとめ」

平成12年 ・最終処分法（特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律）の施行

・原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会「我が国における高レベル放射性廃棄物地層処分
研究開発の技術的信頼性の評価」

平成14年～平成15年 ・核燃料サイクル開発機構瑞浪超深地層研究所及び幌延深地層研究センターの着工

平成22年 ・原子力委員会委員長「高レベル放射性廃棄物の処分に関する取組みについて」（依頼）

平成24年 ・日本学術会議「高レベル放射性廃棄物の処分について」（回答）
・原子力委員会「今後の高レベル放射性廃棄物の地層処分に係る取組について」（見解）

平成26年 ・総合資源エネルギー調査会放射性廃棄物ＷＧ「放射性廃棄物ＷＧ中間とりまとめ」

・同地層処分技術ＷＧ「最新の科学的知見に基づく地層処分技術の再評価－地質環境特性および地
質環境の長期安定性について－」

平成27年 ・最終処分法に基づく基本方針の改定

・総合資源エネルギー調査会地層処分技術ＷＧ「科学的有望地の要件・基準に関する地層処分技術
ＷＧにおける中間整理」 7



ガラスと混ぜ
ることで放射
性物質を地
下水に溶け
出しにくくす
る。

天然バリア人工バリア 地上施設

地下施設

多重バリアシステム

バリア４バリア３バリア１ バリア２
ガラス固化体 オーバーパック

[金属製の容器]
緩衝材
[粘土]

岩盤

高レベル放射性廃棄物処分施設

１．平成27年9月時点で約18,000トンの使用済燃料を保管中。既に再処理された分も合わせるとガラス固化体約25,000
本相当の高レベル放射性廃棄物が既に存在。現世代の責任として対策に取り組むことが必要。

２．放射性廃棄物は、発生した国において処分することが原則。（使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約）

３．高レベル放射性廃棄物の処分方法としては、地層処分が最も有望であるというのが国際的共通認識。

地
下
３
０
０
メ
ー
ト
ル
以
深

厚さ約20cmの
炭素鋼の容器。
当面1000年間
地下水から隔離。

厚さ約70cmの
粘土。地下水と
放射性物質の
移動を遅くする。

地下深くの安定した岩盤
で長期間放射性物質を
閉じこめる。酸素が少な
く、金属も腐食しにくい。

（出所）第1回最終処分関係
閣僚会議資料及び第1回
使用済燃料対策推進協
議会資料を基に当室が
作成。

高レベル放射性廃棄物最終処分の基本的な考え方

8



最終処分法に基づく３段階の立地選定プロセス

※知事及び市町村長の意見を聴き、反対の場合は次の段階に進まない

施設建設後
廃棄物搬入開始

③精密調査
地下施設で調査、
試験を行い評価

①文献調査
過去の記録、文献
調査で評価

②概要調査
ボーリング調査、
地質調査等で評価

概要調査地区を選定 精密調査地区を選定 建設地を選定

最終処分法の概要

（出所）放射性廃棄物WG中間とり
まとめ及び第1回最終処分
関係閣僚会議資料を基に
当室が作成。

10億円/年
（調査期間の限度額20億円）

１．処分実施主体としてNUMO（原子力発電環境整備機構）を設立。概要調査地区等の選定、最終処分施設の建
設・維持管理、特定放射性廃棄物（注）の処分、最終処分施設の閉鎖、閉鎖後の管理等を実施。

２．3段階の調査（文献調査、概要調査、精密調査）を経て最終処分施設建設地を決定するというプロセスを規定。
３．経済産業大臣は、基本方針（特定放射性廃棄物の最終処分の基本的方向等を定める。）及び最終処分計画（10
年を一期とし、ガラス固化体の発生量見込み、処分場の規模、処分スケジュール等を5年ごとに定める。）を策定。

４．処分費用について、電力会社等が毎年の発電電力量等に応じNUMOに拠出。

５．長期にわたる処分費用の透明性・安全性を確保するため、外部の資金管理法人に積み立て、管理・運営。
（注）特定放射性廃棄物：高レベル放射性廃棄物及び高濃度の放射性核種を含むＴＲＵ廃棄物

20億円/年
（調査期間の限度額70億円）

【地域支援策】電源立地地域対策交付金（※最終処分法とは別に措置）

9

全国市町村か
らの応募

国の申入れに
対する受諾

平成27年改定の基
本方針により追加

平成14年に開始



（１）最終処分地の選定の目処が立っていない状況、福島原子力発電所の事故の状況等を踏まえ、原点に立ち返って、最
終処分政策の見直しを実施。

（２）平成25年5月より13回にわたって議論。平成26年5月23日に中間取りまとめを公表。

○取組の在り方

・将来世代の負担の増大
・地層処分の不確実性
・今後の技術的進歩の可能性
・不十分な社会的信頼

・国による科学的有望地の提示
・住民参加型の検討の場の設置
・地域の持続的発展のための適切な支援

○処分地選定の取組の改善

・手を挙げる自治体の負担大
・「住民不在」で進められる懸念
・受入れに伴う負担

・現世代の責任として最終処分を進める
・可逆性・回収可能性の担保
・代替処分方法等の研究開発の推進
・社会的合意形成の段階的な醸成

・組織目標の明確化等のガバナンス改善
・信頼性確保に向けた第三者評価の活用

○処分推進体制の改善

・NUMOの危機感の欠如
・国、NUMOに対する評価の重要性

（参考）「放射性廃棄物WG中間とりまとめ」（平成26年5月）の概要

（出所）第6回総合資源エネルギー調査会原子力小委員会配
付資料を一部修正

10



○次に、これらの地質環境特性に擾乱を与える天然事象を段階的な調査により回避することが可能。

○地層処分に好ましい以下の地質環境特性は我が国に広く存在。

・地温の低さ（火山周辺等を除く） →ガラス固化体の溶解や緩衝材の変質を抑制

・地下水の流れが緩慢 →漏出した放射性物質の移動を抑制

・地下深部が酸性環境以外（火山周辺等を除く）

→金属容器の腐食、放射性物質の地下水への溶解を抑制

火山活動
影響範囲（側火山、地温、化学環境への影響）は、
火山から15ｋｍ程度。

既存の火山から15ｋｍ以内

隆起・侵食

地下300ｍ以深の施設が地表に出る可能性を考慮

過去10万年間の隆起量が300ｍ（沿岸部は海面
の変動量を合計して考慮し150ｍ）を超える地域

断層活動

処分場の力学的な破壊可能性を考慮

破砕帯の幅として、断層長さの1／100程度（数百
ｍ程度）

（１）原子力研究開発機構が行った包括的な地層処分の技術的信頼性評価（平成12年）から10年以上が経過。研究開発の
進展、東日本大震災等の未曾有の天然現象等を踏まえ、地層処分の技術的信頼性の再評価を実施。

（２）関連学会の推薦等による専門家の参画の下、平成25年10月より8回にわたって議論。平成26年5月30日に中間取りま

とめを公表。

（参考）地層処分技術WGの「再評価」（平成26年5月）の概要

（出所）第6回総合資源エネルギー調査会原子力
小委員会配付資料を一部修正 11



○国が科学的により適性が高いと考えられる地域（科学的有望地）を提示するとともに、理解活動の状況等を踏まえ、調査等への
理解と協力について、関係地方自治体に申入れを行う。

（１）現世代の責任と将来世代の選択可能性

（２）全国的な国民理解、地域理解の醸成

（３）国が前面に立った取組

（４）事業に貢献する地域に対する支援

（５）推進体制の改善等

○廃棄物を発生させてきた現世代の責任として将来世代に負担を先送りしないよう、地層処分に向けた対策を確実に進める。

○基本的に可逆性・回収可能性を担保し、将来世代が最良の処分方法を選択可能にする。幅広い選択肢を確保するため代替
オプションを含めた技術開発等を進める。

○最終処分事業の実現に貢献する地域に対する敬意や感謝の念や社会としての利益還元の必要性が広く国民に共有されるこ
とが重要。

○国から全国の地方自治体に対する情報提供を緊密に行い、丁寧な対話を重ねる。

○事業主体であるＮＵＭＯ（原子力発電環境整備機構）の体制を強化する。

○信頼性確保のために、原子力委員会の関与を明確化し、継続的な評価を実施する。原子力規制委員会は、調査の進捗に応じ、
安全確保上の考慮事項を順次提示する。

○使用済燃料の貯蔵能力の拡大を進める。

○地域の主体的な合意形成に向け、多様な住民が参画する「対話の場」の設置及び活動を支援する。
○地域の持続的発展に資する総合的な支援措置を検討し講じていく。

改定基本方針（平成27年5月22日閣議決定）の概要

（出所）第3回最終処分関係閣僚会議（平成27年5月22日）資料1 12



（参考）基本方針の改定に係る原子力委員会の答申（平成27年3月31日）（抜粋）

基本方針については、概ね妥当なものと認める。

他方、最終処分制度が創設されて以降、最終処分事業が進捗していないことについての深刻な反省を
踏まえる必要がある。今回の政府の取組には、最新の科学的知見を取り入れていくとともに、最終処分
に関する国民との相互理解を深め、最終処分事業を円滑に推進するための社会的側面に関する海外で
の検討・考察も参考にしつつ、説明責任を果たし、国民と最終処分に関する認識の共有を重ねる努力を
することが求められている。

こうした中、経済産業省においては、今後、法第4条に基づき「特定放射性廃棄物の最終処分に関する

計画」（以下、「最終処分計画」という。）を定め、実施するに当たって、基本方針において記述された諸取
組に関して、明確な目標、責任主体及び達成時期を明らかにした上で、ＰＤＣＡ（Plan-Do-Check-Action）
サイクルを回して取組の改善を図りつつ実施することを求める。また、定期的に、取組の結果、評価意見
に対する回答及び改善点を含む対応方針を明らかにし、原子力委員会に報告するとともに、報告内容を
公開することを求める。原子力委員会としては、法の規定に則りつつ、最終処分計画等について定期的
に報告を受け、意見を述べるなど所要の役割を果たしていく。

（備考）下線は当室が追記。 13



最終処分施策の推進体制

○施策に係る企画立案
○最終処分法の執行
○ＮＵＭＯに対する監督

○国民理解の醸成、地域対応の拡充、
科学的有望地の検討等に係る施策
の推進

経済産業省
資源エネルギー庁

文部科学省
研究開発局

総務省
自治行政局

内閣府
原子力委員会総合資源エネルギー調査会

放射性廃棄物ＷＧ・地層処分技術ＷＧ

放射性廃棄物専門部会

○関係行政機関等の活動状
況等に関する評価

○研究開発に係る企画
立案

○ＪＡＥＡに対する監督

○地方公共団体への
情報提供の協力

原子力規制委員会
原子力規制庁

○安全規制の整備
○安全規制の執行

○研究開発の実施

ＮＵＭＯ
原子力発電環境整備機構

○処分地の選定
○最終処分施設の建設・管理
○最終処分の実施
○拠出金の徴収

○積立金の管理・運用

○放射性廃棄物処分に
係る調査

ＪＡＥＡ
日本原子力研究開発機構

（指定法人）原子力環境整
備促進・資金管理センター

14

原子力事業者

○NUMOへの人的・技術的支援
○国民理解の増進

最終処分関係閣僚会議※

議長：内閣官房長官

※平成25年12月設置

【規制】



総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会
放射性廃棄物WGの最近の活動状況

最近の活動状況 メンバー

（委員長）

増田 寛也 （株）野村総合研究所顧問／東京大学公共政策

大学院客員教授

（委員）

新野 良子 新潟県防災会議原子力防災部会委員

伊藤 正次 首都大学東京大学院社会科学研究科教授

崎田 裕子 ジャーナリスト・環境カウンセラー／NPO 法人持続

可能な社会をつくる元気ネット理事長

寿楽 浩太 東京電機大学未来科学部人間科学系列助教

髙橋 滋 一橋大学大学院法学研究科教授

辰巳 菊子 （公社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・

相談員協会常任顧問

德永 朋祥 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授

杤山 修 （公財)原子力安全研究協会技術顧問

伴 英幸 NPO 法人原子力資料情報室共同代表

山崎 晴雄 首都大学東京名誉教授

吉田 英一 名古屋大学博物館教授

平成26年 5月 中間とりまとめ

10月23日 第12回 WGの進め方について

11月20日 第13回 科学的有望地の要件・基準について

12月16日 第14回 地域における合意形成の整備について

平成27年 1月20日 第15回 地域における合意形成の整備について

2月 4日 第16回 可逆性・回収可能性の担保について

2月17日 第17回 基本方針の改定案について

3月10日 第18回 広聴・広報活動について

4月17日 第19回 地層処分技術WGの検討状況について

5月15日 第20回 地域の持続的発展支援について

7月 3日 第21回 （国民・地域）理解活動について

9月29日 第22回 科学的有望地の要件・基準について

11月25日 第23回 対話活動等の今後の方向性等について

平成28年 1月27日 第24回 今後の取組及びＷＧの進め方について

2月29日 第25回 科学的有望地提示後の地域対話について

3月29日 第26回 科学的有望地提示後の地域対話について

4月26日 第27回 科学的有望地提示後の地域対話について

（出所）経済産業省ホームページ 15



最近の活動状況 メンバー
（委員長）

杤山 修 （公財）原子力安全研究協会技術顧問

（委員）

宇都 浩三 産業技術総合研究所臨海副都心センター所長

（日本火山学会推薦）

蛯沢 勝三 東京都市大学客員教授/電力中央研究所上級研究員

（土木学会 原子力土木委員会推薦）

長田 昌彦 埼玉大学大学院理工学研究科環境科学･社会基盤

部門准教授（日本応用地質学会推薦）

小峯 秀雄 早稲田大学理工学術院創造理工学部教授（土木学会推薦）

三枝 利有 電力中央研究所研究アドバイザー（日本原子力学会推薦）

谷 和夫 東京海洋大学学術研究院教授

（土木学会、原子力土木委員会推薦）

遠田 晋次 東北大学災害科学国際研究所教授（日本活断層学会紹介）

德永 朋祥 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授

丸井 敦尚 産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門総括

研究主幹（日本地下水学会推薦）

山崎 晴雄 首都大学東京名誉教授

吉田 英一 名古屋大学博物館教授

渡部 芳夫 産業技術総合研究所地質調査総合センター地質情報

基盤センター長（日本地質学会推薦）

平成26年 5月 中間とりまとめ

12月 8日 第 9回 WGの進め方について

平成27年 1月14日 第10回 科学的有望地の要件・基準について

2月17日 第11回 科学的有望地の要件・基準について

3月24日 第12回 科学的有望地の要件・基準について

4月23日 第13回 科学的有望地の要件・基準について

7月29日 第14回 科学的有望地の要件・基準について

9月17日 第15回 科学的有望地の要件・基準について

12月11日 第16回 科学的有望地の要件・基準について

12月 中間整理

平成28年 4月22日 第17回 科学的有望地の要件・基準について

※平成27年11月13日原子力委員会に検討状況を説明

※沿岸海底下等における地層処分の技術的課題に関する研究会

平成28年

1月26日 第1回 沿岸部における地層処分についての関連情報の

整理について

3月22日 第2回 我が国の沿岸部の地下環境における特性について

4月19日 第3回 研究会のこれまでの議論を踏まえたとりまとめ

（たたき台）について
（出所）経済産業省ホームページ
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総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会
地層処分技術WGの最近の活動状況



基本方針における施策一覧表

番号 項目 事項（適宜要約）

第1 基本的方向

第2 概要調査地区等の選定

①科学的有望地の提示
②関係地方公共団体へに申し入れ
③概要調査地区等の選定
④最終処分事業が地域の経済社会に及ぼす影響に関する調査

第3 関係住民の理解増進のための施策

①最終処分に関する情報の積極的な公開
②NUMOと関係住民との相互理解促進活動の継続
③概要調査地区等の選定を行う際の関係都道府県内説明会の開催

④概要調査地区等の選定を行う際の報告書では関係住民の意見を聴く機会を設け反映する

⑤政策的位置づけ等を明確にし関係住民の理解を得る
⑥国及び関係地方公共団体との円滑な意思疎通
⑦発電用原子炉設置者、NUMO及び国が連携して関係住民の理解活動の実施
⑧関係住民及び関係地方公共団体の円滑な対話の場の設置
⑨専門家等からの多様な意見等の確保の継続的かつ適切な支援

第4 最終処分の実施

①安全性確保を最優先、確実な実施
②経済性・効率性に留意した事業の必要性
③技術等の変化に柔軟かつ機動的に対応できる体制にする
④NUMOに対して法律と行政による監督・規制の実施
⑤最終処分に関する安全確保の規制の整備・運用
⑥情報公開に努め、国民との相互理解を深める

⑦法に基づく拠出金の納付、特定放射性廃棄物の引渡、継続的かつ十分な人的・技術的支援

⑧最終処分の閉鎖までの間の回収可能性の確保

第5 最終処分に係る技術開発

①最終処分の安全な実施、経済性及び効率性向上等を目的とした技術開発

②最終処分の安全規制・安全評価のための研究開発、深地層の科学的研究等の研究開発等の積極的な推進

③回収可能性を維持した場合の影響についての調査、最終処分施設の閉鎖までの間の管理の在り方の具体化

④連携及び協力を行いつつ、総合的、計画的かつ効率的に技術開発等を推進
⑤社会的側面に関する調査研究が継続的に行われるように適切に支援

⑥最終処分に関する研究者や技術者の養成・確保する方策の検討

第6 国民理解増進のための施策

①放射性廃棄物等に関する広聴、広報、教育、学習の機会の増進

②地方公共団体に対する緊密な情報提供、積極的な意見聴取、丁寧な対話
③地域の関係住人に対する相互理解促進活動

④専門家等からの多様な意見や情報提供の確保、学習の機会の継続的かつ適切な支援

第7 最終処分に関する重要事項

①文献調査段階から電源三法に基づく交付金の交付、総合的な支援措置の検討
②関係地方公共団体が多様な方策を検討できるように協力

③関係住民との積極的な交流を図り、地域の信頼を得るために組織の目標を明確化し、国等から定期的な評価を受けつつ、着実に取り組む

④最終処分事業に必要な費用の算定についてNUMOを監督し、見直しを柔軟に行う

⑤拠出金の徴収することに国民の理解が得られるように努め、指定法人の指導、監督を行う

⑥使用済み燃料の直接処分その他の処分方法の調査研究の推進、長寿命核種分離変換技術の研究開発の着実な推進

⑦使用済み核燃料の貯蔵能力拡大を促進するための取組を強化

⑧最終処分計画改定の際にその妥当性につて評価し、経済産業大臣に意見を述べる関係行政機関等からの定期的な報告に対し、評価する

（備考）当室作成 17



最終処分に関する政府予算等

18

（単位：億円）

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 備考

＜JAEA（日本原子力研究開発機構＞
（文部科学省からの運営費交付金）

（出所：文部科学省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞH26-28 年度予算案の概要）

高レベル放射性廃棄物処分技術研究開発 62.9 59.7 58.4 日本原子力研究開発機構運営交付金の内数

・超深層研究所計画 19.9 19.1 19.1

・幌延深地層研究計画 31.1 30.6 30.2

＜資源エネルギー庁＞ （出所：経済産業省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞH26-28年度予算及びH26-28年度
経済産業省予算関連事業のPR資料一覧）

地層処分技術調査等委託費 35 34.5 36.5

放射性廃棄物共通技術調査等委託費 3.6 3.1 2.9

深地層研究施設整備促進補助金 3.2 3.2 3.2

原子力総合コミュニケーション事業 7.1 7 5.8 当該事業予算の一部

＜ＮＵＭＯ（原子力発電環境整備機構）＞ （出所：NUMOﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞH26‐28事業年度事業計画）

事業年度 収入支出予算 54.0 66.8 80.4 収入は原子力発電事業者等からの拠出金、利息等



最近の最終処分関連施策の主要項目

Ａ．国民理解の醸成
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Ｂ．地域対応の拡充

Ｃ．科学的有望地の検討

Ｄ．研究開発の推進

（備考）第5回最終処分関係閣僚会議資料（平成27年12月18日）を基に当室が作成



「Ａ．国民理解の醸成」関連施策の推進状況＜１＞
１．全国シンポジウム（資源エネルギー庁、ＮＵＭＯ共催）

○最終処分の必要性等に関する情報提供や意見交換を広く全国で進めるもの。
①全国シンポジウム第1弾（平成27年5月23日～6月28日）

・全国で9都市（東京、高松、大阪、名古屋、広島、仙台、札幌、富山、福岡）、約2,100人参加
・主テーマ：地層処分の必要性、基本方針改定の背景・内容

②全国シンポジウム第2弾（平成27年10月4日～10月29日）
・全国で9都市（東京、金沢、札幌、新潟、高松、大阪、名古屋、熊本、岡山）、約1,600人参加
・主テーマ：処分地の適性、段階的な選定の進め方（総合エネ調における科学的有望地の検討状況等）

③平成28年度の全国シンポジウム（開催中）
・平成28年5月9日～6月4日
・全国9都市（東京、秋田、松江、高松、札幌、福井、大分、名古屋、大阪）
・主テーマ：科学的有望地の提示に向けて

（出所）第26回放射性廃棄物WG会合（平成28年3月29日）、第5回最終処分関係閣僚会議資料（平成27年12月18日）、資源エネルギー庁報道発表資料（平成28年4月12日）、NUMOホームページ

３．国際シンポジウム「いま改めて考えよう地層処分～世界の取組から学ぶ～」（資源エネルギー庁、ＮＵＭＯ共催）

○ スウェーデンから、高レベル放射性廃棄物の処分場建設候補地があるエストハンマル市（自治体）の市長と、地層処分
事業の実施主体であるスウェーデン核燃料・廃棄物管理会社（SKB社）の副社長を招聘し、基調講演及びパネルディスカ
ッションを実施。平成28年3月28日に東京で開催（約270人参加）。

２．少人数ワークショップ（資源エネルギー庁）

○ 高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する住民との相互理解を深めることを目的として、地域で活動しているNPO等
と連携して、住民等が参加するワークショップを全国12か所で開催（平成27年10月12日～平成28年3月12日）。国や専門
家からの情報提供後、少人数のグループに分かれ、相互に意見交換を実施。
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「Ａ．国民理解の醸成」関連施策の推進状況＜２＞

（出所）経済産業省資源エネルギー庁ホームページ、第26回放射性廃棄物WG会合資料（平成28年3月29日）

５．女性を対象とした広聴活動（ＮＵＭＯ）

○ 一般的に最終処分問題に関心の低い女性の理解を得ていくための方策を検討するため、平成28年3月に東京及び大
阪で開催（参加者数67人）。

６．教育関係者との意見交換（ＮＵＭＯ）

○ 小学校や中学校等の教育関係者を集め、最終処分問題を扱う授業における工夫や課題等について意見交換を行う場
を支援（全国9か所、延べ参加者数212人）。

○ さらに、実施した全国9か所での研究活動や基本教材について、全国レベルで教育関係者間の共有を図るため、「全国
研修会」を平成28年3月20日に東京で開催（参加者数約160人）。
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４．地層処分フォーラム（資源エネルギー庁）

○ 「対話活動のこれからを考える」をテーマに、どのように対話活動を進めていくか、どうように関心・関与を持ち続けても
らうか等について、一般参加者との意見交換や専門家とのパネルディスカッションを通じて考えるもの。

○平成28年3月20日に東京で開催。

事前に選定した代表者（モニター※）と専門家を交えたパネルディスカッションを実施（約40人参加）。

※モニター：募集に応じた一般人



１．自治体連絡会の開催（資源エネルギー庁）

○ 平成27年5月～7月にかけて46都道府県において開催。平均して6割強の市町村から担当者が参加（参加市町村名は
非公表）。

「Ｂ．地域対応の拡充」関連施策の推進状況

（出所）第21回放射性廃棄物WG会合資料（平成27年7月3日）、第5回最終処分関係閣僚会議資料（平成27年12月18日）

２．全国知事会、全国市長会、全国町村会（資源エネルギー庁）

○ 平成27年11月に資源エネルギー庁の担当者がそれぞれの会合に出席し、科学的有望地の位置付けや検討状況を説
明。

３．NUMO職員による説明会・意見交換会（ＮＵＭＯ）

○ 平成27年9月11日からＮＵＭＯホームページに申込専用サイトを設置。希望する団体や学校等に対し、ＮＵＭＯ職員等
が訪問して地層処分に関する情報提供、意見交換、出前授業を実施。

○ 先方からの要望テーマに応じて、ＮＵＭＯ職員が訪問し説明。平成27年11月16日時点で109の団体に対し説明会等を
実施（うち、予定は33）。その内訳は経済団体や技術系の団体が大部分（約8割）。一部、女性団体やＮＰＯ等との意見
交換会も実施。

４．学習の機会提供事業（ＮＵＭＯ）

○ ＮＵＭＯは、学習の機会提供事業を実施するために、平成27年度は60団体を募集。平成28年度は募集枠を倍増し、
115団体を募集。

○ 支援内容は地層処分に関する勉強会、講演会（ＮＵＭＯからの講師派遣、大学・研究機関からの専門家招聘）、地層処
分関連施設の見学、地域での意見交換会の開催等。

22



○ 地層処分技術ＷＧにおいて科学的有望地の要件について検討が行われ、平成27年12月に「科学的有望地の要件・基準に関する地層

処分技術ＷＧにおける中間整理」が公表された。科学的有望地については、適性が「低い」「ある」「より高い」の３つに分類する想定であ
り、一部地域をピンポイントで示すものではなく、一定の面的広がりを持つ見込み。

○ 社会科学的観点の扱いについては、対話活動を通じて国民の声を聴きつつ、放射性廃棄物ＷＧにおいて検討中。

「Ｃ．科学的有望地の検討」関連施策の推進状況

（出所）「最終処分法に基づく基本方針改定後の取組状況と今後の取組方針について」（経済産業省）
（第5回最終処分関係閣僚会議 平成27年12月18日）
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地下環境の安定性
（埋設後長期の安定性）

処分施設の安全性
（建設・操業時の安全性）

火山の近傍（半径15km内）

活断層※１の近傍 など

火砕流※２の影響 など

×
×

×

※１：今後も活動する可能性のある断層
※２：火山の噴火に伴う溶岩等の噴出物の流れ

輸送時の安全性
港湾からの距離が短い
（沿岸から20kmを目安
（沿岸海底下や島嶼部を含む））

○

【社会科学的観点※】
→ 扱いをどうするかも含めてこれから検討？ より適性の

高い地域

適
性
の
低
い
地
域

適
性
が
あ
る
地
域

○スウェーデンは、1998～99年に総合立地調
査を実施。

○岩種、主要亀裂、鉱石・鉱山分布等を考慮し
てマップを作成。

○上記に加え、自然保護、輸送等の視点も
勘案し、地域の適性を評価。

おそらく適格な基盤岩

おそらく不適格な基盤岩

不適格な基盤岩

スウェーデンの参考事例

※土地利用制約の厳しい地域の扱いなど

科学的有望地の要件・基準に関する審議会での検討状況

＜地層処分技術ＷＧ「中間整理」の概要＞



「Ｄ．研究開発の推進」関連施策の推進状況＜１＞
１．ＪＡＥＡ研究開発

ＪＡＥＡは、高レベル放射性廃棄物の処分技術等に関する研究開発として、以下を推進。

・ 高レベル放射性廃棄物の地層処分の実現に必要な基盤的な研究開発を着実に

進めるとともに、実施主体が行う地質環境調査、処分システムの設計・安全評

価、国による安全規制上の施策等のための技術基盤を整備し、提供する。

・ 代替処分オプションとしての使用済燃料直接処分の調査研究を継続する。

（出所） 「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の中長期目標を達成するための計画（平成27年4月1日～平成34年3月31日）」

○ＪＡＥＡの高レベル放射性廃棄物の処分技術等に関する研究開発施設

①核燃料サイクル工学研究所

・ 深地層の研究施設と連携しつつ、地層処分基盤研究施設（エントリー）や地層処分放射化学研究施設（クオリティ）等を活用し

て、 処分事業や安全規制を支える技術基盤（設計・評価に活用する評価モデルやデータベース等）の整備に資する研究を実施。

②瑞浪超深地層研究所

・ 結晶質岩を対象とした地質環境の調査技術やモデル化手法、モニタリング技術等の調査技術や坑道を安全に掘削するための湧
水抑制対策等の研究開発を進め、深度500mの水平坑道において坑道周辺の地質環境の回復過程を把握するための再冠水試
験等を実施。

③ 幌延深地層研究センター

・ 堆積岩を対象にした地質環境の調査技術やモデル化手法、モニタリング技術等の調査技術、坑道等の設計・建設に関する技術
等の研究開発を進め、深度350mの水平坑道において実際の地質環境における人工バリアの性能確認試験等を実施。

24（出所）核燃料サイクル工学研究所、瑞浪超深地層研究所、幌延深地層研究センターの各ホームページ



「Ｄ．研究開発の推進」関連施策の推進状況＜２＞

２．資源エネルギー庁による委託研究

○ 平成26年度は深地層の研究開発等を活用して、地質調査技術、地下水移行評価、操業技術等の工学
技術及び安全評価技術の信頼性向上を図るとともに、海域における地質環境調査技術、巨大地震等の
天然現象による地層処分システムへの影響、操業期間中の安全対策に係る事業等を実施。

＜委託先と研究テーマ＞

【一般財団法人電力中央研究所】

・ 岩盤中地下水移行評価確証技術開発

【ＪＡＥＡ】

・ 処分システム評価確証技術開発、地質環境長期安定性評価確証技術開発、セメント材料影響評価
技術高度化開発、使用済燃料直接処分技術開発

【独立行政法人（現 国立研究開発法人）産業技術総合研究所】

・ 海域地質環境調査確証技術開発

【公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター】

・ 処分システム工学確証技術開発、TRU廃棄物処理・処分技術高度化開発、地層処分回収技術高度
化開発

25（出所）経済産業省ホームページ



・ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ：1983年より選定開始。2000年に処分地（ｵﾙｷﾙｵﾄ）を政府が原則決定。地下特性調査施設（ｵﾝｶﾛ）を建設。2015年11月に

政府が使用済燃料処分場の建設許可を発給。

・ｽｳｪｰﾃﾞﾝ：1977年より選定開始。2009年に処分地（ﾌｫﾙｽﾏﾙｸ）を選定。施設建設に向けて、現在、立地・建設許可の安全審査中。

・仏国：1983年より選定開始。パリから東に約220ｋｍのﾋﾞｭｰﾙ近郊を処分地とする方向で、現在、実施主体（ANDRA）が処分場設置許

可申請書の提出を目指している。

・ｽｲｽ：2008年に選定を開始。実施主体（NAGRA）が地質学的観点から候補エリアの絞込みを行い、2015年1月に2候補エリアを提案。

・ｶﾅﾀﾞ：2010年に選定開始。関心表明を示し初期スクリーニングをパスした21自治体のうち、現在、9自治体で現地調査が進行中。

・米国：ﾕｯｶﾏｳﾝﾃﾝを選定も、政権交代により計画を中止し、代案を検討する方針（2009年）。民間管理と連邦政府管理の高レベル放

射性廃棄物を分離し処分することとし、選定ﾌﾟﾛｾｽを見直し中。ただし、ﾕｯｶﾏｳﾝﾃﾝを処分地と定めた法律は存続。

・独国：ｺﾞｱﾚｰﾍﾞﾝを選定も、2000年より調査凍結。連邦政府の「高レベル放射性廃棄物処分委員会」において選定ﾌﾟﾛｾｽを見直し中。

・英国：ｶﾝﾌﾞﾘｱ州等が関心を表明も議会で否決（2013年）。2014年に新たな選定ﾌﾟﾛｾｽを公表し、サイトの選定に向けた活動を実施中。

（参考）諸外国における処分地選定の状況

（出所）⾼レベル放射性廃棄物の最終処分に向けた国際的な取組状況（2016年 資源エネルギー庁、NUMO）及び諸外国での高レベル放射性廃棄
物処分（原子力環境整備促進・資金管理センター）を基に当室が作成。 26



Ⅲ．本専門部会の当面の任務と進め方（案）



本専門部会の当面の任務（案）

目的

基本方針に基づく関係行政機関、ＮＵＭＯ、ＪＡＥＡ等の活動状況について、技術開発成果の適
切な反映、文献調査地区等の選定における手続の遵守・適切な情報提供の確保等の観点から、
評価を行い、もって、最終処分に対する信頼性の確保に資する。（根拠：改定基本方針（平成27年5月）、
第5回最終処分関係閣僚会議（平成27年12月））

評価実施
期間

本年中に科学的有望地を提示するという政府の方針を踏まえ、本年秋までに評価を行う。その
後、定期的な評価を継続する。

評価対象
時期

平成27年5月の基本方針の改定以降を中心としつつ、最終処分法施行（平成12年度）以降の活
動状況を対象とする。

評価方法

評価に当たっての視点を設定した上で、関係者からのヒアリング及び資料提出により得られた
情報等に基づき、審議・評価を行い、その結果を報告書として取りまとめ、公表する。評価基準
については、対前年度との比較、目標値との乖離の程度等、できるだけ客観的指標を用いるよ
う努める。 27



（参考）基本方針（平成27年5月22日）（抜粋）

最終処分に対する信頼性を確保する観点から、処分技術に関する評価とともに、概要調査地区等の
選定における手続きの遵守や適切な情報提供の確保等に関する評価が継続的に実施され、その情報が
国民及び関係住民に対して適切に開示されることが重要である。この観点から、原子力委員会は、最終
処分計画の改定に際しては、その時点までの技術開発の状況や概要調査地区等の選定の状況を踏まえ、
意見の多様性及び専門性を確保しつつ審議を行い、その妥当性について評価を行った上で、法の規定に
基づき経済産業大臣に意見を述べるものとする。また、評価の継続性を確保するため、関係行政機関、
機構及び関係研究機関は、それぞれが実施する技術開発や概要調査地区等の選定に向けた調査の実
施その他の活動の状況を定期的に原子力委員会に報告し、評価を受け、その信頼性を高めることが重要
である。

（備考）下線は当室が追記。
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【現状と課題】

最終処分の必要性に対する理解は拡がるも、安
全性に対する不安感あり

地層処分の妥当性など、議論の前提となる認識
共有が必要

国際的な議論の経緯や諸外国の経験等も含めた基本的
な考え方の共有

対話活動を通じて国民の声を聴きつつ、総合資源エネル
ギー調査会で慎重に検討

基本的な情報提供を超えて、地域の主体的な学
習活動の支援も重要に

【今後の取組】

地域対応の中心に立つＮＵＭＯの体制充実、電気事業者
の取組強化、地域対話の進め方等の具体的提示

事業受け入れ地域への関わり方に関する国民的議論喚
起（地域支援のあり方検討等）

国民の関心に応える対話活動の継続、特に適地の存在
可能性についての分かりやすい情報提供

国民理解の状況を踏まえた継続的な情報提供・意見交換

今後の取組方針（案）

１．地層処分の推進について、更に幅広い国民の理解と協力を得られるよう、関係行政機関の緊密な連携の
下、下記の取組を積極的に進める。

有望地提示後も全国的な関心継続が不可欠

社会科学的観点の扱いには様々な意見あり
（「都市部がまず考えるべき」等）

年内に中間整理の上、関係学会等へ説明・照会
地球科学を中心とした安全性に関する検討成果
について周知、精緻化を進める

自治体の理解と協力が鍵

２．原子力委員会に体制を整え、上記の取組の進捗につき、評価を行う。

３．上記１及び２を通じ、科学的有望地について、地層処分の実現に至る長い道のりの最初の一歩として国民
や地域に冷静に受け止められる環境を整えた上で、平成２８年中の提示を目指す。 29

（参考）「最終処分法に基づく基本方針改定後の取組状況と今後の取組方針について」（第5回最終処分関係閣僚会議（平成27
年12月18日資料1）（抜粋）

（備考）下線は当室
が追記。



（参考）独立行政法人の評価に関する指針（平成26年9月2日総務大臣決定）
「「Ⅱ 中期目標管理法人の評価に関する事項」中「6 評価の方法等」（抜粋）

(1) 評価の手順及び手法
原則、以下の手法による。

① 法人に対し、評価において必要かつ十分な資料の提出を求める。

② 評価に当たって法人の長からのヒアリングを実施するほか、監事等からも意見を聴取するなど、役員等から必要な情報を収集し、法人の実施を踏ま
えた的確な評価を実施する。

③ 目標・計画（予算）と実績（決算）の差異についての要因分析を実施する。
④ 業務実績と成果（アウトプット）・効果（アウトカム）の関連性等を明らかにした上で評価する。
⑤ 定量的な成果実績（アウトプット指標）と資源投入量（インプット指標）の対比により、成果実績1単位を生み出すためにどれだけの資源投入が必要と

されたか（アウトプット単位当たりのインプット）を把握し、効率性の観点からも評価する。その際、できるだけ事業等のまとまりごとの財務情報等を活用
する。

⑥ 過去の関連する政策評価、行政評価・監視及び行政事業レビューの結果を活用する。
⑦ 業務の特性に応じ、企業会計的手法による財務分析、経年比較による趨勢分析等の財務分析を行う。
⑧ 同一法人の過去の実績との比較・分析を行う。

⑨ 複数の施設・事務所での同種の業務を行っており、全体の評価を行うだけでは業務運営上の課題を把握しがたい場合には、施設・事務所ごとの業務
実績を把握し、計画に対する比較・分析を行う。
上記のほか、必要に応じて以下に掲げる事項その他評価の実効性を確保するための評価を適用する。
ⅰ 外部有識者の知見の活用（ただし、利害関係者を排除するなど手続の妥当性に留意するものとする。）
ⅱ 法人に対する現地調査
ⅲ 同業種の民間企業との比較・分析

(2) 評価の視点

別途総務省行政管理局長が示す「目標策定の際に考慮すべき視点」等を参考にし、業務の質の向上、業務の効率化、財務内容の改善等の観点から、
それぞれの業務の特性に応じた評価の視点を設定し、法人に対して業務運営の改善等を促すような評価を行う。（以下略）

30（備考）下線は当室が追記。



（参考）独立行政法人における目標・指標の設定例

31
（出所）「目標策定の際に考慮すべき視点」（平成26年9月2日総務省行政管理局長）「目標及び指標の記載例」中「(3)文化振興・普及業務」（抜粋）

【目標及び指標の例】
３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
（１）○○の提供等について

○○（注：閣議決定等の政府方針や国の政策、根拠法令等）を図るため、本法人の××の役割に鑑み（注：法人の役割、能力、規模等）、○○（取組Ａ）、○○
（取組Ｂ）、○○（取組Ｃ）を行う。

① ○○（取組Ａ）について
○○等に配慮しつつ、○○美術館の展覧会を○回開催することにより、○○や○○の鑑賞機会をより多くの国民に提供する。（前中期目標期間実績:○回）

【指標】
・ 入館者数 前期の各年度の平均入館者数○人以上（前期の各年度の平均入館者：○人）
・ 学校との連携数 ○回（前中期目標期間実績：○回）
・ 認知度 ○年までに○○の認知度○％以上（前中期目標期間実績：○％）
・ 利用者の満足度 利用者アンケートにおける○○の回答○％以上（前中期目標期間実績○％）

※ 重要度が高いとする例としては次のようなものが考えられる。
【重要度：高】 我が国における○○という文化資源の振興・普及を促進し、将来へ○○するという政府方針に向け、本法人における○○の提供は過去○年間

○○の知見を生かして○○を行ってきたなど主要な役割を果たしてきたものであるため。

（３） 文化振興・普及業務

【その他の目標例】

・ ＩＣＴ技術の進歩を踏まえ、○○や○○の取組により美術に関する情報拠点として
の機能を高める。

・ ○年度までに○○の認知度を○％以上にする。
・ 利用者アンケートにおける肯定的な回答の割合を○％以上とする。
・ ○○方針に基づき所蔵品の充実を図る。
・ ○○による広報活動を充実させる。

【その他の指標例】
・ ＩＣＴ技術を利用した情報発信件数、ホームページアクセス数
・ 所蔵作品データ等のデジタル化率及び公表数
・ 所蔵品の収集分野及び収集数
・ 入場者数
・ ○○展開催回数、参加者数
・ 新規展示作品数
・ 利用者の満足度
・ 学校との連携数



本専門部会の当面の進め方（案）

5月23日 第1回会合 任務及び評価の視点に関する審議

6月24日 第2回会合 資源エネルギー庁、ＮＵＭＯからのヒアリング

7月～8月頃 文部科学省、ＪＡＥＡ、関係ＮＧＯ等からのヒアリング

9月～10月頃 評価内容、報告書（案）に関する審議

32



Ⅳ．評価の視点について（案）



関係機関の活動状況に関する共通的な評価の視点（案）

１．最終処分法施行後から今日に至るまで、文献調査にすら着手できていない要因等につい
て、必要な自己評価を行った上で、施策が展開されているか。

33

３．各主体がＰＤＣＡサイクル（計画・実行・評価・改善）を適切に回して評価を行っているか。

２．最終処分法施行後から関係機関の活動の有効性は向上しているか。



○ 資源エネルギー庁は、放射性廃棄物ＷＧを平均月1回程度の頻度で開催し、施策の実施状況に係る課題
を抽出し、今後の方針について外部有識者の意見を聴いた上で実施。また、その結果を同ＷＧに随時報告。

○ 一方、同庁は、平成26年度政策評価書をホームページ上に公表しているところ、最終処分施策は、「電力・
ガス」の中の「原子力政策の再構築」の一施策と位置付けられ、関連する記述は少ない。

○ ＮＵＭＯは、①対話活動、②技術開発、③組織運営について、それぞれ外部有識者により構成される評価
委員会による評価を受け（ただし、③は除く。）、さらに、それぞれ評議員会による評価・提言を受け、その結果
をホームページ上に公表している（平成26年度分）。

34

（参考）資源エネルギー庁及びNUMOにおける自己評価の取組状況



（参考）平成26年度実施施策に係る政策評価書（5-3電力・ガス）（一部）

35
（出所）経済産業省ホームページ



（参考）ＮＵＭＯによる自己評価結果の一部

（出所）http://www.numo.or.jp/about_numo/hyogiinkai/pdf/pdf_hyogikai_01.pdf
36



（参考）ＮＵＭＯの評議員名簿

（出所）ＮＵＭＯホームページ

大江俊昭 東海大学工学部原子力工学科教授
児玉敏雄 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構理事長
西川正純 元柏崎市長
崎田裕子 ジャーナリスト・環境カウンセラー

特定非営利活動法人持続可能な社会をつくる元気ネット理事長
城山英明 東京大学大学院法学政治学研究科教授
住田裕子 弁護士
高橋恭平 昭和電工株式会社取締役会長
田中裕子 フリーアナウンサー

元 NHKアナウンサー
長辻象平 産経新聞社論説委員
西垣誠 岡山大学大学院環境生命科学研究科教授（特任）
東原紘道 東京大学名誉教授

元独立行政法人防災科学技術研究所
地震防災フロンティア研究センターセンター長

八木誠 電気事業連合会会長
山地憲治 東京大学名誉教授

公益財団法人地球環境産業技術研究機構理事･研究所長

（五十音順）

37



「Ａ．国民理解の醸成」に係る評価の視点（案）＜１＞

１．最終処分関係閣僚会議（平成27年12月）において示された「今後の取組」が適切に行わ
れているか。

○ 国民の関心に応える対話活動の継続、特に適地の存在可能性についての分かりやす
い情報提供

○ 国際的な議論の経緯や諸外国の経験等も含めた基本的な考え方の共有

38



「Ａ．国民理解の醸成」に係る評価の視点（案）＜２＞

２．関連施策のアウトカムが適切に測定され、自己評価に活用されているか。

○ 総合資源エネルギー調査会放射性廃棄物小委員会第2回配布資料（平成25年6月）によると、ＮＵＭＯは、「広報活動効果測定」と称し
て、平成15年から、インターネットによるアンケート意識調査（サンプリング数2,000）を行っている模様。主な質問項目は、高レベル放射性
廃棄物処分問題に係る「認知度」、「関心度」、「必要度」、「安全度」、「賛成度」。

○ 資源エネルギー庁は、放射性廃棄物ＷＧに対して、「国民理解の醸成」に関連する取組について実施状況、その評価及び今後の対応
方針案について報告（平成27年第23回放射性廃棄物ＷＧ会合（平成27年11月25日））。その際、シンポジウム参加者に対するアンケート
調査結果も提示。

○ その中では、一方的な情報提供よりも少人数ワークショップの方が参加者の満足度が高く、参加者の理解向上や専門家への信頼向上
につながる傾向があるとの認識が示されるとともに、今後重視すべき点としては、①「処分方法としての地層処分の妥当性や世代責任の
考え方」、②「処分地に求められる特性（適性）の考え方とその背後にある科学的知見」が示された。また、今後、若年層・女性層、地域と
いったアプローチの拡大の重要性も示された。

○ これらに対し、放射性廃棄物ＷＧ委員からは、以下のような指摘があった。
・ ワークショップでは一方的な政策紹介に終わらず、質疑応答や意見交換を基にした対話の場にすることが重要。
・ 原子力等のエネルギーに関する内容も説明していくことが重要。
・ 沿岸地域への関心が高いと感じており、沿岸の情報整備が今後重要。
・ 地域間における廃棄物の押し付け合いにならないように進めていくことが重要。
・ 全国シンポジウムにおいて前回よりも質疑応答時間を多めに確保したことを評価。 39



40
（出所）総合資源エネルギー調査会第2回放射性廃棄物小委員会「資料2」

（参考）ＮＵＭＯによる国民の意識調査の例



（参考）全国シンポジウム参加者へのアンケート調査結果

41
（出所）第23回放射性廃棄物ＷＧ会合「資料1」



「Ａ．国民理解の醸成」に係る評価の視点（案）＜３＞

３．国民理解の醸成という目的達成のためにシンポジウム等の活動は適切に行われている
か。その際、双方向の対話は重視されているか。

42

○ 少人数ワークショップや地層処分フォーラムにおいては、双方向の直接的な意見交換を行うことにより参加
者の理解度や満足度を高めることが重視されている。全国シンポジウムに関しては、昨年秋の「第2弾」にお
いては、質疑応答の時間を昨年春よりも多めに確保され（昨年春：約30分／3時間、昨年秋：約1時間／2時
間）、「多くの参加者から、どちらかといえば「満足できた」「わかりやすかった」との評価」を得たと放射性廃棄
物ＷＧに報告された（平成27年11月25日第23回放射性廃棄物ＷＧ会合「資料1」）。

○ 規模に関しては、例えば、第23回放射性廃棄物ＷＧ会合（平成27年11月25日）において示された資源エネ
ルギー庁の資料においては、少人数ワークショップ（平成19年度から実施。延べ参加者数：4,000人以上）につ

いて、「量的拡大には一定の限界。ＮＵＭＯ事業への反映を意識し、地域対話のノウハウ獲得やモデルづくり
を目指すことが重要ではないか」との認識が示されている。

○ ＮＵＭＯは、地層処分アカデミー（出前授業）、地層処分キャラバンカー展示、中央メディア記者との意見交
換会等も開催しており、これらも上述の外部評価の対象となっている。



（参考）資源エネルギー庁による自己評価の例

43
（出所）第26回放射性廃棄物ＷＧ会合配付資料「参考資料2」の一部



「Ａ．国民理解の醸成」に係る評価の視点（案）＜４＞

４．シンポジウム等の活動の結果が国民理解の醸成のために参加者以外にも広く活用され
ているか。

○ シンポジウム等の開催状況は、インターネット上のサイト、「地層処分ポータル」において把握することが可能。
本サイトには、シンポジウム結果も「報告」として、説明のポイント、使用した資料、議事概要（質疑応答を含
む。）、録画情報が掲載。

○ 加えて、同サイトでは、「各地でいただいたご質問にお答えします」としてＱ＆Ａ形式で分かりやすく国民の疑
問に答えるページを整備。

○ ただし、同サイトは、検索サイトにおいて「高レベル放射性廃棄物」と入力しても上位に掲載されないため、同
サイトの存在を知らないとアクセスしにくいと見られる。

○ ＳＮＳを通じての情報発信も行われているが、双方向の対話はなされていない。ただし、ＮＵＭＯホームペー
ジには質問受付欄があり、質問と応答のやりとりをインターネットを通じて行うことができるようになっている。

44



（参考）「地層処分ポータル」トップページの一部

45



（参考）地層処分ポータル「各地でいただいたご質問にお答えします」の冒頭のみ

46



「Ａ．国民理解の醸成」に係る評価の視点（案）＜５＞

５．国民がインターネットを通じて十分な情報にアクセスできるようにされているか。

○ ポータルサイト「地層処分ポータル」の最後には関係機関のホームページのボタンが掲載されているが、そ
れぞれの役割についての解説はない。このため、追加的な情報を求める利用者は、それぞれのサイトをすべ
てアクセスすることが必要になると見られる。

○ また、例えば、ＪＡＥＡのホームページのトップページには、「高レベル放射性廃棄物」または「地層処分」と
いった用語が掲載されておらず、最終処分関連の情報を得たいと望む利用者にとっては利用しにくいと見られ
る。

○ ＮＵＭＯホームページの「地層処分事業のご紹介」のページは、地層処分事業に関する情報が豊富に盛り
込まれているが、さらに技術的な情報を深く調べたいと望む利用者は、大量に添付されている技術開発成果
リストに掲載されている個々の論文を別途探索し、読むことが必要になると見られる。仮にこれらの論文の掲
載内容等を概括的に説明した資料があれば、利用者の利便性に資すると考えられるが、そのような概説資料
は添付されていない。

47



（参考）技術開発成果リストの例

48
（出所）ＮＵＭＯホームページ



１．最終処分関係閣僚会議（平成27年12月）において示された「今後の取組」が適切に行わ
れているか。

○ 地域対応の中心に立つＮＵＭＯの体制の充実

○ 電気事業者の取組の強化

○ 地域対話の進め方等の具体的提示

○ 事業受入れ地域への関わり方に関する国民的議論の喚起（地域支援の在り方の検討
等）

○ 国民理解の状況を踏まえた地方公共団体への継続的な情報提供・意見交換

49

「Ｂ．地域対応の拡充」に係る評価の視点（案）＜１＞



（参考）地方公共団体への情報提供について

○ 資源エネルギー庁による自治体連絡会の実施状況については、第21回放射性廃棄物ＷＧ会合（平成27年
7月3日）において報告され、委員からは、自治体の参加・発言を得やすいよう非公開としたことは妥当といった

指摘があった一方、非公開で開催されたことは処分地選定における重要な局面ですべて非公開になるのでは
ないかという間違ったメッセージになり長い目で見ればマイナスといった指摘があった。

○ 新聞社による都道府県意向調査によると、受け入れないと回答している都道府県が一定程度存在。
・共同通信（毎日新聞インターネット版平成27年11月29日）

「一切受け入れる考えはない」13、「受入れに否定的」8、「方針示さず」24、「情報収集から始め、受入れ
の可否を慎重に検討」2

・朝日新聞（平成28年1月27日）
「受け入れない」15、「「その他」と回答したが、事実上拒否」4、「未検討」5、「回答保留」13、「上記以外で
可否を明示せず」10
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（備考）当室作成



「Ｂ．地域対応の拡充」に係る評価の視点（案）＜２＞

２．地域ごとの関心やニーズに応じた情報提供が行われているか。

○ 第20回放射性廃棄物ＷＧ会合（平成27年5月15日）資料によると、ＮＵＭＯの学習機会提供事業においては、講師派遣、
研究施設の見学のほか、まちづくりビジョン調査等も実施している模様。

○ NUMO職員による説明会・意見交換会において、先方から要望されたテーマに応じてNUMO職員を派遣している模様。

○ なお、第26回放射性廃棄物ＷＧ会合（平成28年3月29日）においては、ＮＵＭＯは、科学的有望地提示後の地域との対
話の流れとして、以下の3つの段階を示し、文献調査の受入れにつなげていきたいとしている。

第1ステップ：情報提供・理解促進
第2ステップ：主体的な学習の支援

第3ステップ：地域全体への広がり
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３．文献調査に至る手続は、地方公共団体にとって分かりやすく整備されているか。

○ ＮＵＭＯは、文献調査への応募様式をホームページ上に公開。

○ 一方、昨年の５月の改定基本方針において「国による申入れ」が明記されたが、その場合の手続については、科学的有
望地提示後の対話活動において地域の声を踏まえて具体化していくことが必要といった議論が放射性廃棄物WGで行わ
れている。



「Ｃ．科学的有望地の検討」に係る評価の視点（案）

１．検討過程において、公正性、透明性は十分に確保されているか。

２．外部専門家等の意見が十分に反映されているか。

○ 総合資源エネルギー調査会地層処分技術ＷＧの委員には、日本火山学会、土木学会、日本応用地質学会、日本原子
力学会、日本地下水学会、日本地質学会からの推薦者も存在。

○ 同ＷＧは、公開で審議を行い、放射性廃棄物ＷＧ、原子力委員会への報告を実施。

○ 地層処分技術ＷＧは、中間整理の作成に当たり、専門家への意見募集（平成27年6月～7月）を行い、それぞれの意見
に対する考え方を公表した。

○ 中間整理作成後、関係7学会において説明会を開催するとともに（延べ300人が参加）、質疑応答の概要を公表。

○ また、今月24日から30日にかけてＯＥＣＤ／ＮＥＡ（経済協力開発機構原子力機関）によるレビューを受ける予定。
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３．科学的有望地の検討状況について、国民に分かりやすく伝え、国民の意見を積極的に聴
いているか。



（参考）地層処分技術ＷＧが公表した関係学会等からの質問・意見と回答（冒頭のみ）
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http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/genshiryoku/chisou_shobun_wg/pdf/017_01_02.pdf



「Ｄ．研究開発の推進」に係る評価の視点（案）

１．各主体において、技術評価が適切に行われているか。

２．研究開発の成果は効果的に活用されているか。

○ 文部科学省及び経済産業省は、ＪＡＥＡの中期目標の策定、評価等を実施している。
○ ＪＡＥＡにおいては、外部有識者により構成される地層処分研究開発・評価委員会が毎年度2回程度開催さ
れており、平成26年度に第2期中期計画期間における研究開発の実施状況及び次期計画の見通しについて
評価を行い、その結果を「中間評価」として取りまとめた。

○ 資源エネルギー庁による委託研究については、3年ごとに技術評価が行われている。
○ ＮＵＭＯは、外部有識者により構成される「技術開発評価会議」を毎年1回開催。議事概要等を公表。

３．研究開発主体間での連携が適切に図られているか。その際、ＮＵＭＯは、関係研究開発
機関に対し、研究開発ニーズを適切に示しているか。

○ 関係研究開発主体間の連携を強化するために平成17年に発足した地層処分基盤研究開発調整会議（注）

は、平成26年3月に平成25年度～平成29年度の全体研究計画（研究開発マップ）を策定。それ以後の活動状
況は、公開情報からは不明。
（注）構成機関：資源エネルギー庁、ＪＡＥＡ、（公財）原子力環境整備促進・資金管理センター、（一財）電力中央研究所、（独）産業技術総合研究所、

（独）放射線医学総合研究所、ＮＵＭＯ

○ 総合資源エネルギー調査会放射性廃棄物処分技術ワーキンググループ「中間とりまとめ」（平成21年）は、

基盤研究開発成果のユーザーであるＮＵＭＯが基盤研究開発に対するニーズを示し、これを受けて国、ＪＡＥ
Ａ等の研究開発機関が研究開発を進めるべきと提言。その後、NUMOは、技術開発ニーズを網羅的に列記し
た「地層処分技術開発ニーズの整理～精密調査地区選定に向けて～」を公表（平成22年）。 54



その他（基本方針との関係）の評価の視点（案）

○ 基本方針に記載されているにもかかわらず、着手されていない施策はないか。必要に応じ、進捗状況を確
認すべきではないか。

１．原子力規制委員会は、安全確保ための規制に関する事項について順次整備しているか。（第4 第3段落）

２．ＮＵＭＯは、最終処分施設を閉鎖せずに回収可能性を維持した場合の影響等について調査研究を進め、
最終処分施設の閉鎖までの間の特定放射性廃棄物の管理の在り方を具体化しているか。（第5 第1段落）

３．資源エネルギー庁及びＮＵＭＯは、国民との相互理解を深めるための社会的側面に関する調査研究を
行っているか。（第5 第2段落）

４．資源エネルギー庁は、最終処分に関する研究者や技術者を養成・確保するための方策を検討しているか。
（第5 第2段落）

５．文部科学省、資源エネルギー庁及びＪＡＥＡは、使用済燃料の直接処分その他の処分方法に関する調査
研究を推進しているか。（第7 第4段落）

【進捗状況を確認することが必要と見られる事項】
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○ ＯＥＣＤ／ＮＥＡ（経済協力開発機構原子力機関）等の国際機関においては、1970年代から地層処分に係る

社会的合意を獲得するための方策の一環として、段階的意思決定、可逆性・回収可能性の確保、モニタリン
グ等を重視し、その共同研究等が進められてきた。（例：「可逆性と回収可能性は、安全で、社会的に受け入
れられる地層処分という最終的な目標に向けた長い工程を円滑に進めることのできる意思決定と設計プロセ
スに役立つものである」（ＯＥＣＤ・ＮＥＡ Ｒ＆Ｒプロジェクト・レポート（2011年）））

○ 例えば、スイスでは、操業後もパイロット施設において実際の廃棄物のモニタリングを行い、必要であれば
廃棄物を回収するという事業計画が明確に定められている。また、フランスでは、公開討論会の結果を受けて
パイロット操業フェーズを盛り込む等の段階的な実施スケジュールへの改善が進められている。

○ 我が国の改定基本方針においても、「最終処分に関する政策や最終処分事業の可逆性を担保すること」及
び「最終処分施設の閉鎖までの間の廃棄物の搬出の可能性（回収可能性）を確保する」ことが盛り込まれると
ともに、「（ＮＵＭＯは、）最終処分施設を閉鎖せずに回収可能性を維持した場合の影響等について調査研究
を進め、最終処分施設の閉鎖までの間の特定放射性廃棄物の管理の在り方を具体化する」（第5 第1段落）
と記述されている。

○ NUMOは、平成28年度事業計画において、廃棄体の回収可能性については検討に着手することとしている。
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（参考）事業計画における可逆性・回収可能性の担保について



（参考）スイスにおける可逆性・回収可能性担保の例

○ 1998年に設置された「エネルギー対話ワーキンググループ」による回収可能性に関する勧告を受けて、1999年にＥＫＲＡ（放射性廃棄物の処分概念に関
する専門家グループ）を設置。

○ ＥＫＲＡは、従来の地層処分（GEL）、「監視付き長期地層処分」（KGL）、「無期限の地層貯蔵」（TDL）の3つの概念を比較評価し、その結果、2000年、パイ
ロット施設でのモニタリング・管理、定置後のモニタリング期間、回収可能性等を含む監視付き長期地層処分（KGL）を勧告。

○ 2005年施行の原子力令において監視付き長期地層処分（KGL）が計画として定められ、現在、放射性廃棄物管理共同組合（NAGRA）がこれを推進中。

図：ＥＫＲＡが比較検討を行った処分概念

（出所）「諸外国における高レベ
ル放射性廃棄物の処分
について2016年版」（資
源エネルギー庁）
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（参考）フランスにおける可逆性・回収可能性担保の例

○ 放射性廃棄物等管理計画法（2006年）においては、ＡＮＤＲＡ（放射性廃棄物管理機関）が地層処分場の設置許可申請に先
立ち、公開討論会を開催する旨が規定。これを踏まえ、ＡＮＤＲＡは、2012年に国家討論委員会（CNDP）に公開討論会の開催
を付託。

○ 国家討論委員会（CNDP）は、インターネット会議「異なる意見による討論」を計9回開催し、その後、締め括りとして市民会議
を開催。国家討論委員会（ＣＮＤＰ）は、2014年2月に公開討論会の総括報告書を公表。

○ これを受けて、2014年5月にANDRAは、以下の①～④の改善案を公表し、政府に提案。

① 「パイロット操業フェーズ」の導入

② 地層処分場の「処分操業基本計画」に対する定期レビュープロセスの導入

③ 地層処分場の設置許可申請の審査プロセスとスケジュールに関する提案

④ 市民社会の参画機会の提供

○ 現在、国会において、上記の提案を盛り込むべく、環境法典の改正法案を審議中。

○ なお、放射性廃棄物等管理計画法（2006年） においては、少なくとも100年間の可逆性を確保した地層処分の実施が基本
方針とされている。

（備考）「諸外国における高レベル放射性廃棄物の処分について2016年版」（資源エネルギー
庁）及び「2014年5月13日発行ニュースフラッシュ」（原子力環境整備促進・資金管理セン
ター）を基に当室が作成 58
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